
 

議案第７０号 

東郷町都市公園条例の一部改正について 

東郷町都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

令和７年１１月２７日提出       東郷町長 石 橋 直 季     

  

説 明 

この案を提出するのは、東郷町道路占用料条例の一部改正等に準じ、使用料の額

を見直す必要があるからである。 



   東郷町都市公園条例の一部を改正する条例 

 東郷町都市公園条例（昭和５４年東郷町条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第１６条関係） 

 種類          区分          単位   使用料 

公園施設

を設ける

場合 

法第２条第

２項に掲げ

る施設 

飲食店、売店、駐車場、便

所その他の便益施設で政令

で定めるもの 

使用面積１平

方メートル１

年につき 

 ３，１３０円 

都市公園

を占用す

る場合 

法第７条第

１項第１号

に掲げる工

作物 

第１種電柱 １本１年につ

き 

   ９９０円 

第２種電柱 １本１年につ

き 

 １，５００円 

第３種電柱 １本１年につ

き 

 ２，０００円 

第１種電話柱 １本１年につ

き 

   ８８０円 

第２種電話柱 １本１年につ

き 

 １，４００円 

第３種電話柱 １本１年につ

き 

 １，９００円 

その他の柱類 １本１年につ

き 

    ８８円 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メート

ル１年につき 

     ９円 

地下電線その他地下に設け

る線類 

長さ１メート

ル１年につき 

     ５円 

その他のもの 使用面積１平  １，８００円 



   方メートル１

年につき 

 

法第７条第

１項第２号

に掲げる工 

水道管、下水

道管、ガス管

その他これら 

外径が０．０

７メートル未

満のもの 

長さ１メート

ル１年につき 

    ３７円 

作物 に類する物件 外径が０．０

７メートル以

上０．１メー

トル未満のも

の 

長さ１メート

ル１年につき 

    ５３円 

  外径が０．１

メートル以上

０．１５メー

トル未満のも

の 

長さ１メート

ル１年につき 

    ７９円 

  外径が０．１

５メートル以

上０．２メー

トル未満のも

の 

長さ１メート

ル１年につき 

   １１０円 

  外径が０．２

メートル以上

０．３メート

ル未満のもの 

長さ１メート

ル１年につき 

   １６０円 

  外径が０．３

メートル以上 

０．４メート 

ル未満のもの 

長さ１メート

ル１年につき 

   ２１０円 

 

 



   外径が０．４

メートル以上

０．７メート

ル未満のもの 

長さ１メート

ル１年につき 

   ３７０円 

   外径が０．７

メートル以上

１メートル未

満のもの 

長さ１メート

ル１年につき 

   ５３０円 

   外径が１メー

トル以上のも

の 

長さ１メート

ル１年につき 

 １，１００円 

 法第７条第

１項第３号

に掲げる工

作物 

地下に設けられる通路 使用面積１平

方メートル１

年につき 

   ６６０円 

 地下に設けられる鉄道、軌

道、公共駐車場その他これ

らに類するもの 

使用面積１平

方メートル１

年につき 

 １，８００円 

 法第７条第

１項第４号

に掲げる工

作物 

公衆電話所その他これに類

するもの 

１個１年につ

き 

 １，８００円 

 郵便差出箱及び信書便差出

箱 

１個１年につ

き 

   ７４０円 

 法第７条第

１項第６号

に掲げる工

作物 

競技会、集会、展示会、博

覧会その他これらに類する

催しのために設けられる仮

設工作物 

使用面積１平

方メートル１

日につき 

    ２２円 

 法第７条第 

１項第７号

に掲げる工 

標識 １本１年につ 

き 

 １，４００円 



 作物 工事用板囲い、足場、詰所

その他の工事用施設 

使用面積１平

方メートル１

月につき 

   ２２０円 

都市公園

において

行為をす 

る場合 

第５条第１

項第１号に

掲げる行為 

行商、募金その他これらに

類する行為 

使用面積１平

方メートル１

日につき 

     ７円 

第５条第１

項第２号に

掲げる行為 

興行を行うこと。 使用面積１平

方メートル１

日につき 

     ７円 

第５条第１

項第３号に

掲げる行為 

競技会、集会、展示会、博

覧会その他これらに類する

催しのための行為 

使用面積１平

方メートル１

日につき 

     ７円 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



 

議案の概要 

１ 改正理由 

東郷町道路占用料条例の一部改正等に準じ、使用料の額を見直す必要があるか

らである。 

２ 改正内容 

東郷町道路占用料条例の一部改正等に準じ、使用料の額を次のように改めるこ

と。 

（別表第２関係） 

 

種類  

 

区分  単位  

使用料  

（単位  円）  

 改正後   改正前  

公園施

設を設

ける場

合  

法第２条

第２項に

掲げる施

設  

飲食店、売店、駐車

場、便所その他の便

益施設で政令で定め

るもの  

使用面積

１平方メ

ートル１

年につき  

３，１３０  １，７００  

都市公

園を占

用する

場合  

法第７条

第１項第

１号に掲

げる工作

物  

第１種電柱  １本１年

につき  

  ９９０  ９５０  

第２種電柱  １本１年

につき  

１，５００  １，５００  

第３種電柱  １本１年

につき  

２，０００  ２，０００  

第１種電話柱  １本１年

につき  

  ８８０    ８５０  

 第２種電話柱  １本１年

につき  

１，４００  １，４００  

第３種電話柱  １本１年

につき  

１，９００  １，９００  

 その他の柱類  １本１年  ８８  ８５  



 

  につき    

 共架電線その他上空

に設ける線類  

長さ１メ

ートル１

年につき  

    ９      ９  

地下電線その他地下

に設ける線類  

長さ１メ

ートル１

年につき  

    ５      ５  

その他のもの  使用面積

１平方メ

ートル１

年につき  

１，８００  －  

法第７条

第１項第

２号に掲

げる工作

物  

水道

管、

下水

道

管、

ガス

管そ

の他

これ

らに

類す  

外径が０．０７

メートル未満の

もの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

   ３７     ３６  

 外径が０．０７

メートル以上０

．１メートル未

満のもの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

   ５３     ５１  

外径が０．１メ

ートル以上０．

１５メートル未

満のもの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

   ７９     ７７  

  る物

件  

外径が０．１５

メートル以上０

．２メートル未

満のもの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

  １１０    １００  

   外径が０．２メ

ートル以上０．  

長さ１メ

ートル１  

  １６０    １５０  



 

   ３メートル未満

のもの  

年につき    

   外径が０．３メ

ートル以上０．

４メートル未満

のもの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

  ２１０    ２００  

   外径が０．４メ

ートル以上０．

７メートル未満

のもの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

  ３７０    ３６０  

 外径が０．７メ

ートル以上１メ

ートル未満のも

の  

長さ１メ

ートル１

年につき  

  ５３０    ５１０  

 外径が１メート

ル以上のもの  

長さ１メ

ートル１

年につき  

１，１００  １，０００  

法第７条

第１項第

３号に掲

げる工作  

地下に設けられる通

路  

使用面積

１平方メ

ートル１

年につき  

  ６６０    ７１０  

 物  地下に設けられる鉄

道、軌道、公共駐車

場その他これらに類

するもの  

使用面積

１平方メ

ートル１

年につき  

１，８００  －  

  

 法第７条

第１項第  

公衆電話所その他こ

れに類するもの  

１個１年

につき  

１，８００  １，７００  

 

 ４号に掲  郵便差出箱及び信書  １個１年    ７４０    ７２０  



 

 げる工作

物  

便差出箱  につき    

 法第７条

第１項第

６号に掲

げる工作

物  

競技会、集会、展示

会、博覧会その他こ

れらに類する催しの

ために設けられる仮

設工作物  

使用面積

１平方メ

ートル１

日につき  

   ２２     １７  

 法第７条

第１項第

７号に掲

げる工作

物  

標識  １本１年

につき  

１，４００  １，４００  

工事用板囲い、足

場、詰所その他の工

事用施設  

使用面積

１平方メ

ートル１

月につき  

  ２２０     １７  

都市公

園にお

いて行

為をす  

る場合  

第５条第

１項第１

号に掲げ

る行為  

行商、募金その他こ

れらに類する行為  

使用面積

１平方メ

ートル１

日につき  

    ７      ６  

第５条第

１項第２

号に掲げ

る行為  

興行を行うこと。  使用面積

１平方メ

ートル１

日につき  

    ７      ６  

第５条第

１項第３

号に掲げ

る行為  

競技会、集会、展示

会、博覧会その他こ

れらに類する催しの

ための行為  

使用面積

１平方メ

ートル１

日につき  

    ７      ６  

３ 施行期日 

 令和８年４月１日から施行すること。 

 


